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詞林　第77号　2025年4月

は
じ
め
に

　

大
阪
府
河
内
長
野
市
の
天
野
山
金
剛
寺
に
は
、
多
数
の
貴
重
な
資
料

が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
資
料
は
、『
天
野
山
金
剛
寺
善
本
叢

（
1
）刊』

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
に
は
音
楽
に
関
わ
る
資
料
も
存

し
、
同
叢
刊
の
『
第
二
期
第
三
巻　

儀
礼
・
音
楽
』
に
収
載
さ
れ
て
い

る
。

　

こ
う
し
た
資
料
の
う
ち
に
、
金
剛
寺
の
法
会
と
音
楽
と
の
関
わ
り
を

示
す
楽
譜
が
存
在
す
る
。
法
会
で
の
演
奏
に
用
い
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る

笙
・
龍
笛
・
篳
篥
の
管
楽
器
の
楽
譜
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
金
剛
寺
で

の
法
会
と
音
楽
演
奏
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
の
に
重
要
な
も
の
と
い
え

る
。
こ
の
三
者
と
金
剛
寺
の
法
会
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
こ
と

が
あ（

2
）る。
そ
の
う
ち
の
笙
の
楽
譜
『〔
笙
譜
・
金
剛
寺
楽
次
第
〕』
は
、

前
半
に
笙
の
楽
譜
を
記
し
、
後
半
に
金
剛
寺
で
の
法
会
で
の
音
楽
演
奏

に
関
わ
る
記
述
を
も
つ
興
味
深
い
資
料
で
あ
る
。
金
剛
寺
の
子
院
摩
尼

院
に
は
、
こ
れ
と
同
じ
く
、
笙
の
楽
譜
及
び
金
剛
寺
の
法
会
と
音
楽
と

の
関
わ
り
に
つ
い
て
記
し
た
資
料
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
金
剛
寺
蔵
の
三
種
の
楽
譜
に
つ
い
て
改
め
て
検
討
し
、

摩
尼
院
所
蔵
の
楽
譜
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
楽
譜
、
と
く

に
『〔
笙
譜
・
金
剛
寺
楽
次
第
〕』
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
そ

の
な
か
で
、
金
剛
寺
の
法
会
と
音
楽
と
の
関
係
に
も
説
き
及
び
た
い
と

考
え
る
。一　

金
剛
寺
所
蔵
の
楽
譜

　

こ
ん
に
ち
雅
楽
と
い
わ
れ
る
音
楽
演
奏
に
は
、
管
絃
演
奏
に
は
笙
・

龍
笛
・
篳
篥
の
管
楽
器
三
管
、
琵
琶
・
箏
の
絃
楽
器
、
鞨
鼓
・
太
鼓
と

い
っ
た
打
物
が
用
い
ら
れ
る
。
金
剛
寺
に
は
、
こ
れ
ら
の
楽
器
の
う
ち

笙
・
横
笛
・
篳
篥
の
楽
譜
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

　

金
剛
寺
所
蔵
の
『〔
笙
譜
・
金
剛
寺
楽
次
第
〕』（
三
七
―
八
四
）、『〔
笛

譜
〕』（
二
九
―
一
四
五
）、『〔
篳
篥
譜
〕』（
三
七
―
七
一
、
二
〇
一
―

九（
3
）九）

の
笙
・
龍
笛
・
篳
篥
の
楽
譜
は
、
楽
譜
部
分
の
構
成
が
同
じ
で

収
録
曲
も
ほ
ぼ
一
致
し
て
お
り
、
密
接
な
関
連
が
う
か
が
わ
れ
る
。

金
剛
寺
の
法
会
と
音
楽

―
―
所
蔵
楽
譜
を
め
ぐ
っ
て
―
―

中
原�　

香
苗
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金剛寺の法会と音楽（中原）
　

こ
こ
で
、
各
楽
譜
の
簡
略
な
構
成
を
あ
げ
、
内
容
を
概
観
し
て
お
く
。

　
（
1
）『〔
笙
譜
・
金
剛
寺
楽
次
第
〕』
の
末
尾
に
は
、
元
禄
十
二
年
（
一

六
九
九
）
に
「
海
琳
」
が
書
写
し
た
と
の
奥
書
が
あ
る
。
海
琳
は
、
金

剛
寺
第
五
四
代
学
頭
と
な
っ
た
人
物
で
、
弥
勒
院
に
住
し
、
延
宝
八
年

（
一
六
八
〇
）
に
生
ま
れ
、
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
に
没
し
て
い（

4
）る。

本
楽
譜
は
、
海
琳
が
二
〇
歳
の
折
に
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
降
、

本
資
料
を
元
禄
本
『〔
笙
譜
〕』
と
略
称
す
る
。

　

構
成
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

《
楽
譜
》

平
調　
　

盤
渉　
　

黄
鐘
調　
　

壹
越

平
調
々
律
（
朱
）
壹　
　

盤
渉
調
律
（
朱
）
黄

「
一　

正
月
堂
、
音
取
。
後
夜
導
師
ノ
三
力
ノ
金
ノ（

5
）後（
笙
譜
）
…
…
」

金
剛
寺
楽
次
第

　
（
書
写
奥
書
）

笙
笛
竹
別
名

笙
合
竹

　

前
半
の
楽
譜
部
分
は
、
洋
楽
で
の
ハ
長
調
な
ど
に
あ
た
る
各
楽
曲
の

属
す
る
調
子
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
、
平
調
（
九
曲
）、
盤
渉
調
（
八
曲
）、

黄
鐘
調
（
七
曲
）、
壱
（
壹
）
越
調
（
九
曲
）
の
合
わ
せ
て
三
三
曲
の

楽
譜
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
笙
は
、
普
通
に
は
い
く
つ
か
の
音
を
同
時

に
鳴
ら
す
「
合
竹
」
と
い
う
奏
法
で
演
奏
さ
れ
る
が
、
楽
譜
は
、
こ
の

笙
の
合
竹
の
名
を
用
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
あ
と
に
「
平
調
々
律

（
朱
）
壹
」「
盤
渉
調
律
（
朱
）
黄
」、「
正
月
堂
、
音
取
」
に
始
ま
る
項
目
、「
金

剛
寺
楽
次
第
」、
笙
を
構
成
す
る
十
七
管
の
竹
の
名
を
記
し
た
「
笙
笛

竹
別
名
」、
合
竹
の
一
覧
表
の
「
笙
合
竹
」
と
な
っ
て
い
る
。

　
（
2
）『〔
笛
譜
〕』
に
は
、
天
正
十
六
年
（
一
五
八
八
）
に
「
右
筆
良

快
」
が
浄
書
し
た
と
の
書
写
奥
書
（
奥
書
①
）、
第
三
五
代
学
頭
の
海

専
（
？
―
一
六
二
六
）
に
よ
る
朱
筆
書
き
入
れ
（
奥
書
②
）
が
存
し
、

天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
の
書
写
識
語
（
書
写
者
不
明
、
奥
書
③
）、

文
政
九
年
（
一
八
二
六
）「
海
雄
」
と
の
年
紀
（
奥
書
④
）
も
見
え
る
。

な
お
、
奥
書
④
は
、
本
書
の
末
尾
に
記
さ
れ
る
奥
書
③
の
前
の
空
白
部

分
に
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

　

構
成
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

《
楽
譜
》

（
平（

6
）調）　　

盤
渉
調
子　
　

黄
鐘
調
子　
　

壹
越
調
子

（
奥
書
①
）
倍
臚

平
調
付
物　
　
　
　

盤
渉
付
物　
　
　
　

黄
鐘
調
付
物　
　
　

壹
越

調
付
物

平
調
ネ
ト
リ　
　
　

盤
渉
調
ネ
ト
リ　
　

黄
鐘
調
ネ
ト
リ　
　

壹
越

調
ネ
ト
リ

（
朱
筆
書
入
：
奥
書
②
）

一
越
調　

賀
殿
急

（
奥
書
④
）（
奥
書
③
）

　
　

天
正
十
六
年
の
奥
書
①
ま
で
に
平
調
（
七
曲
）、
盤
渉
調
（
七
曲
）、
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黄
鐘
調
（
七
曲
）、
壱
（
壹
）
越
調
（
七
曲
）
の
二
八
曲
の
楽
譜
が
載

せ
ら
れ
、
奥
書
①
の
あ
と
に
「
倍
臚
」、
奥
書
④
の
直
前
に
「
賀
殿
急
」

の
二
曲
が
記
さ
れ
、
合
わ
せ
て
三
〇
曲
の
楽
譜
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　

楽
譜
の
あ
と
に
は
、「
平
調
付
物
」「
盤
渉
付
物
」
な
ど
、
朗
詠
な
ど

の
声
楽
曲
の
伴
奏
で
あ
る
「
付
物
」、
加
え
て
、「
平
調
」
や
「
盤
渉
調
」

な
ど
の
、
曲
が
始
ま
る
前
に
奏
さ
れ
る
小
曲
で
あ
る
各
調
子
の
「
ネ
ト

リ
」（
音
取
）
の
楽
譜
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
（
3
）『〔
篳
篥
譜
〕』
は
、
室
町
時
代
中
期
以
降
の
書
写
と
思
わ
れ
る

も
の
で
、「
二
〇
一
―
九
九
」
と
「
三
七
―
七
一
」
は
別
々
に
保
管
さ

れ
て
い
た
が
、
同
筆
で
法
量
も
ほ
ぼ
一
致
し
、
ツ
レ
と
判
断
さ
れ
る
。

丁
付
が
「
二
〇
一
―
九
九
」
と
「
三
七
―
七
一
」
の
順
に
九
丁
～
二
五

丁
で
連
続
し
て
お
り
、「
三
七
―
七
一
」
の
末
尾
に
「
篳
篥
本
」
と
あ

る
の
で
、
本
楽
譜
は
、
冒
頭
八
丁
分
を
欠
く
も
の
の
、
九
丁
以
降
末
尾

ま
で
が
現
存
し
て
い
る
。

　

構
成
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

（
前
欠
）
三
之
帖　
　

蘇
香　
　

五
之
帖　
　

越
殿
楽　
　

千
秋
楽

　
　

清
海
波

黄
鐘　
　

音
取　
　

同
調
子

壹
越　
　

調
子

　

冒
頭
部
分
の
六
曲
は
属
す
る
調
子
が
不
明
だ
が
、（
1
）（
2
）
を
参

照
す
る
と
、
盤
渉
調
の
曲
と
思
わ
れ
る
。
次
に
黄
鐘
（
七
曲
）、
壱
（
壹
）

越
（
九
曲
）
の
二
二
曲
が
残
存
す
る
。
楽
曲
演
奏
の
前
に
奏
さ
れ
る
「
音

取
」（
黄
鐘
調
）「
調
子
」（
黄
鐘
調
・
壹
越
調
）
の
曲
を
載
せ
る
と
い

う
特
徴
が
あ
る
。

　

続
い
て
、
三
者
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
る
。（
1
）
元
禄
本
『〔
笙
譜
〕』

は
、
三
者
の
な
か
で
も
っ
と
も
多
い
三
三
曲
の
楽
譜
を
載
せ
る
。（
2
）

『〔
笛
譜
〕』
は
そ
れ
よ
り
三
曲
少
な
い
三
〇
曲
、（
3
）『〔
篳
篥
譜
〕』

は
前
半
部
を
欠
く
た
め
、
十
一
曲
少
な
い
二
二
曲
と
な
っ
て
い
る
。

　
（
1
）
と
（
2
）
は
、（
2
）「
盤
渉
調
子
」
の
「
白
住0

」（
傍
点
は
筆

者
、
以
下
同
じ
）
が
「
白
柱
」、
同
じ
く
「
三
枯0

」
が
（
3
）
現
存
部

分
冒
頭
の
「
三
之
帖
」
の
「
帖
」
を
誤
っ
た
と
し
、（
1
）
の
「
三
条
」

と
同
曲
と
み
な
す
と
、（
1
）
と
掲
載
順
ま
で
が
一
致
し
て
い
る
。

　
（
1
）
と
（
3
）
で
は
、（
1
）
盤
渉
調
の
「
三
条
」
と
（
3
）「
三

之
帖
」、
同
じ
く
盤
渉
「
五
条
」
と
、（
3
）「
五
之
帖
」
が
同
一
の
曲

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
両
者
で
掲
載
順
は
若
干
異
な
っ
て
い
る
も
の
の
、

（
3
）
の
収
録
曲
は
、
す
べ
て
（
1
）
に
見
え
る
。
三
者
は
収
録
曲
が

重
な
り
、
掲
載
順
も
同
じ
で
あ
る
も
の
が
多
い
こ
と
か
ら
、
深
い
関
わ

り
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

楽
譜
の
曲
名
部
分
に
は
注
記
が
あ
る
が
、
た
と
え
ば
盤
渉
調
の
「
千

秋
楽
」
で
の
三
者
の
注
記
は
、
次
に
掲
出
し
た
よ
う
に
、
ほ
ぼ
一
致
し

て
い
る
と
い
え
る
。

（
1
）『〔
笙
譜
〕』　　

千
秋
楽
八
拍
子
、
下
礼
用
之
。

（
2
）『〔
笛
譜
〕』　　

千
秋
楽　

下
礼　

八
拍
子
大
鼓
八

（
3
）『〔
篳
篥
譜
〕』　

千
秋
楽　

八
拍
子　

下
礼
（
二
〇
一
―
九
九
）

　

こ
の
注
記
は
、
盤
渉
調
の
「
千
秋
楽
」
が
「
下
礼
」
で
奏
さ
れ
る
こ
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と
を
示
す
と
推
さ
れ
る
。
こ
れ
を
、（
1
）『〔
笙
譜
〕』
後
半
の
「
金
剛

寺
楽
次
第
」
で
見
る
と
、「
一　

正
月
堂
七
日
ノ
間
、
…
…
」
と
い
う

項
目
に
、
次
の
引
用
で
傍
線
を
付
し
た
よ
う
に
、

　

後
夜
導
師
登
礼
ハ
央
宮
楽
、
同
下
礼
、
千
秋
楽
。

と
の
記
述
を
見
出
せ
る
。
右
の
記
述
は
、
正
月
の
法
会
（
恐
ら
く
は
修

正
会
）
の
後
夜
導
師
作
法
の
「
下
礼
」、
す
な
わ
ち
導
師
が
礼
盤
を
降

り
る
際
の
楽
と
し
て
「
千
秋
楽
」
を
演
奏
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

す
る
と
、
先
に
見
た
三
者
で
の
「
千
秋
楽
」
の
注
記
は
、
法
会
の
作

法
中
で
の
導
師
の
「
下
礼
」
の
際
に
、
盤
渉
調
の
「
千
秋
楽
」
を
演
奏

す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

つ
ま
り
、
三
者
の
楽
曲
に
見
ら
れ
る
注
記
は
、
各
楽
曲
が
金
剛
寺
で

行
わ
れ
る
法
会
の
ど
の
場
面
で
奏
さ
れ
る
べ
き
か
の
注
記
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
な
お
、
年
紀
の
明
ら
か
な
も
の
で
は
も
っ
と
も
古
い

（
2
）『〔
笛
譜
〕』
に
こ
の
記
述
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
奥
書
に
記
さ
れ

る
室
町
時
代
末
の
天
正
十
六
年
（
一
五
八
八
）
に
は
、
法
会
の
作
法
の

伴
奏
と
し
て
楽
曲
が
奏
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

金
剛
寺
で
一
年
間
に
行
わ
れ
る
音
楽
を
と
も
な
っ
た
法
会
は
、（
1
）

元
禄
本
『〔
笙
譜
〕』
の
「
金
剛
寺
楽
次
第
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。
次
節

で
は
、
こ
れ
を
も
と
に
、
金
剛
寺
で
行
わ
れ
て
い
た
音
楽
、（
1
）
～

（
3
）
の
楽
譜
と
の
関
連
に
つ
い
て
述
べ
る
。

二　

金
剛
寺
の
音
楽
を
と
も
な
う
法
会
と
楽
譜

　

本
節
で
は
、
金
剛
寺
で
行
わ
れ
て
い
た
一
年
間
の
音
楽
を
と
も
な
う

法
会
を
あ
げ
た
「
金
剛
寺
楽
次
第
」
を
も
ち
、
前
節
の
（
1
）
～

（
3
）
の
中
で
、
も
っ
と
も
多
く
の
曲
を
載
せ
る
元
禄
本
『〔
笙
譜
〕』

を
も
と
に
、
金
剛
寺
で
催
行
さ
れ
て
い
た
法
会
と
音
楽
と
の
関
係
に
つ

い
て
検
討
す
る
。

　

以
下
に
、『〔
笙
譜
〕』
の
楽
曲
部
分
を
含
め
た
構
成
を
あ
げ
る
。
前

半
の
笙
譜
は
曲
名
と
そ
こ
に
付
さ
れ
た
注
記
の
み
を
あ
げ
、後
半
の「
金

剛
寺
楽
次
第
」（
以
下
「
楽
次
第
」）
は
全
文
を
引
用
す
る
。
楽
曲
名
に

は
通
し
番
号
、
一
つ
書
き
の
項
目
に
は
α
・
Ａ
～
Ｊ
と
付
し
、
楽
譜
は

省
略
し
た
。

・
元
禄
本
『〔
笙
譜
〕』
構
成
表

《
笙
譜
》

　

平
調

1　

慶
雲
楽
登
礼
用
之
。
只
拍
子
。　　

2　

甘
州
由
利
拍
子
。　　

3　

五
常
楽
八
拍
子
物
。　　

4　

三
台
急　

5　

林
歌
右
物
ヨ
リ
渡

物
。
大
鼓
上
テ
ハ
三
度
拍
子
。　　

6　

皇
麞
急
四
拍
子
物
。　　

7　

鶏

徳
四
拍
子
物
、
用
下
礼
。　　

8　

陪
臚
只
拍
子
、
古
楽
〈（
朱
）
大
懺
悔
、

五
反
目
初
切
終
ニ
テ
吹
留
ル
〉　　

9　

五
常
楽
破
〈
八
拍
子
物
、

由
利
拍
子
〉

　

盤
渉

10　

採
桑
老
只
拍
子
、
用
登
礼
。　　

11　

白
柱
新
楽
、
拍
子
九
、
或
十
。
秘
説
。　　

12　

三
条
拍
子
廿
六
、
由
利
拍
子
。　　

13　

蘇
合
急
拍
子
二
十
、
由
利
拍

子
。　　

14　

越
殿
楽
拍
子
十
二
、
新
楽
。　　

15　

青
海
波
拍
子
十
二
、
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新
楽
、
退
出
。　　

16　

千
秋
楽
八
拍
子
、
下
礼
用
之
。　　

17　

五
条
拍

子
廿
三
。

　

黄
鐘
調

18　

央
宮
楽
只
拍
子
、
登
礼
用
之
。　　

19　

海
青
楽
脇
楽
。　　

20　

蘇

合
急
拍
子
廿
、
由
利
拍
子
。　　

21　

鳥
急
三
十
二
相
讃
歎
ニ
ハ
二
反
用
之
。　　

22　

散
金
打
毬
楽
三
十
二
相
ニ
六
反
用
之
。　　

23　

拾
翠
楽
急　
　

24　

千
秋
楽
下
礼
用
之
。

　

壹
越

25　

廻
坏
楽
只
拍
子
、
登
礼
用
之
。　　

26　

十
天
楽
由
利
拍
子
。　　

27　

胡
飲
酒
四
拍
子
物
。　　

28　

迦
陵
賓
急
常
ニ
ハ
鳥
急
ト
云
。　　

29　

武
徳
楽　
　

30　

陵
王
破　
　

31　

酒
胡
子
下
礼
用
之
。　　

32　

北
庭
楽
八
拍
子
物
。　　

33
賀
殿
急
四
拍
子
物
。

平
調
々
律
（
朱
）
壹

盤
渉
調
律
（
朱
）
黄

α　

一　

正
月
堂
、
音
取
。
後
夜
導
師
ノ
三
力
ノ
金
ノ
後
（
笙
譜
）
次
、

散
念
誦
、
数
珠
摺
テ
ニ
笙
笛
音
取
（
笙
譜
）
菩
薩
ノ
音
取
ト
云

　

金
剛
寺
楽
次
第

Ａ　

一　

正
月
堂
七
日
ノ
間
、
22
打
毬
楽
六
反
吹
。
五
反
目
ヨ
リ
カ
ツ

コ
上
ル
。
同
大
コ
上
ル
。
カ
ケ
ハ
チ
口
伝
ア
リ
。
初
一
反
ハ
ノ
ベ

習
ア
リ
。
調
律
。
初
夜
導
師
ノ
登
礼
ハ
1
慶
雲
楽
、
同
下
礼
、

7
鶏
徳
楽
。
後
夜
導
師
登
礼
ハ
18
央
宮
楽
、
同
下
礼
、
16
千
秋
楽
。

次
ノ
日
ハ
19
海
青
楽
ト
打
カ
ヘ
ニ
吹
。
讃
歎
ニ
ハ
、
初
中
後
、

21
鳥
急
二
反
吹
。
牛
玉
加
持
ニ
ハ
、
23
拾
翠
楽
二
反
吹
。
中
後

ニ
8
陪
臚
ア
リ
。

Ｂ　

一　

同
三
日
、
御
社
拝
殿
ニ
テ
黄
鐘
。
18
央
宮
楽
、
19
海
青
楽
、

20
蘇
香
急
、
21
鳥
急
、
22
打
毬
楽
、
23
拾
翠
楽
、
24
千
秋
楽
。

Ｃ　

一　

二
月
十
五
日
、
盤
渉
。
10
採
桑
老
、
11
白
柱
、
12
三
条
、

13
蘇
香
急
、
17
五
条
、
14
越
殿
楽
、
15
青
海
波
、
16
千
秋
楽
。

Ｄ　

一　

三
月
三
日
、
拝
殿
ニ
テ
黄
鐘
。
次
第
前
ニ
同
。

Ｅ　

一　

同
廿
一
日
、
三
宝
院
ニ
テ
伝
供
ノ
楽
ニ
ハ
26
十
天
楽
吹
。
反
吹
。

両
導
師
登
礼
、
25
廻
坏
楽
。
三
礼
導
師
登
礼
、
27
胡
飲
酒
。
同

下
礼
、
32
北
庭
楽
。
両
導
師
下
礼
、
28
鳥（

7
）急。
退
出
、
30
羅
陵

破
。

Ｆ　

一　

四
月
十
六
日
、
下
里
明
神
講
、
盤
渉
。
次
第
前
ニ
同
。

Ｇ　

一　

六
月
七
日
、
金
堂
ニ
テ
弁
才
天
講
。
盤
渉
。
次
第
前
ニ
同
。

Ｈ　

一　

七
月
七
日
、
御
社
拝
殿
ニ
テ
平
調
。
1
慶
雲
楽
、
2
甘
州
、

9
五
常
楽
破
、
4
三
台
急
、
5
林
歌
、
8
倍
臚
、
6
皇
麞
、

7
鶏
徳
楽
。

Ｉ　

一　

同
十
四
日
、
三
宝
院
ニ
テ
往
生
講
、
壹
越
。
25
廻
坏
楽
、

26
十
天
楽
、
33
加

（
8
）殿、
27
胡
飲
酒
、
28
鳥
急
、
29
武
徳
楽
、

32
北
庭
楽
、
30
羅
陵
破
、
31
酒
胡
子
。

Ｊ　

一　

十
二
月
廿
五
日
ニ
金
堂
ニ
テ
ケ
イ
コ
ア
リ
。
19
海
青
楽
、
22
打

毬
楽
。
讃
歎
ニ
ハ
21
鳥
急
二
反
、
8
陪
臚
。

　
　
　

 
（
書
写
奥
書
）

　
　

笙
笛
竹
別
名

　
　

笙
合
竹
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「
楽
次
第
」
に
一
つ
書
き
で
立
項
さ
れ
た
Ａ
～
Ｊ
が
、
元
禄
本
が
記

さ
れ
た
当
時
に
金
剛
寺
で
行
わ
れ
て
い
た
音
楽
を
と
も
な
っ
た
行
事
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
後
に
ふ
れ
る
。

　
「
楽
次
第
」
に
列
挙
さ
れ
た
曲
と
、
前
半
の
楽
譜
と
を
比
較
す
る
と
、

「
楽
次
第
」
に
は
、
前
半
の
楽
譜
収
載
曲
の
う
ち
、
3
「
五
常
楽
」
を

除
く
三
二
曲
が
見
え
て
い（

9
）る。
楽
譜
と
「
楽
次
第
」
の
間
に
配
さ
れ
る

「
平
調
々
律
（
朱
）
壹
」「
盤
渉
調
律
（
朱
）
黄
」
に
つ
い
て
も
、
Ａ
の
記

事
中
に
「
調
律
」
と
し
て
見
出
せ
る
。

　

つ
ま
り
、
前
半
部
分
と
後
半
の
「
楽
次
第
」
は
、
明
確
に
対
応
し
て

い
る
と
い
え
る
。
換
言
す
れ
ば
、
本
資
料
の
前
半
部
分
に
は
、
後
半
の

金
剛
寺
で
の
法
会
で
の
演
奏
に
必
要
な
曲
が
集
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
元
禄
本
『〔
笙
譜
〕』
は
、
金
剛
寺
の
法
会
で

の
奏
楽
に
備
え
て
編
ま
れ
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

　

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、『〔
笛
譜
〕』『〔
篳
篥
譜
〕』
の
楽
譜
部
分
、

及
び
調
子
に
よ
る
分
類
や
収
載
曲
は
元
禄
本
『〔
笙
譜
〕』
と
一
致
し
、

法
会
の
ど
の
場
面
で
演
奏
す
る
か
と
い
っ
た
同
様
の
注
記
を
も
つ
こ
と

か
ら
、
両
者
も
『〔
笙
譜
〕』
と
同
じ
目
的
で
作
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

　

加
え
て
、
こ
れ
ら
の
楽
譜
に
は
、
雅
楽
の
六
調
子
で
あ
る
壱
越
調
・

平
調
・
双
調
・
黄
鐘
調
・
盤
渉
調
・
太
食
調
の
う
ち
、「
楽
次
第
」
に

見
え
る
楽
曲
が
属
す
る
平
調
・
盤
渉
調
・
黄
鐘
調
・
壱
越
調
の
四
つ
の

調
子
の
み
で
、
残
り
の
双
調
・
太
食
調
の
曲
は
な
い
。
こ
の
二
つ
の
調

子
の
曲
が
な
い
の
は
、
金
剛
寺
の
法
会
で
の
演
奏
に
不
要
だ
っ
た
か
ら

と
考
え
ら
れ
る
。
す
る
と
、
こ
の
点
も
ま
た
、
こ
れ
ら
の
楽
譜
が
金
剛

寺
の
法
会
で
必
要
な
調
子
・
楽
曲
を
集
め
た
も
の
と
考
え
る
証
左
と
な

ろ
う
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
金
剛
寺
で
は
、
法
会
で
の
演
奏
に
必

要
な
楽
曲
の
楽
譜
が
、
笙
・
龍
笛
・
篳
篥
の
三
管
の
管
楽
器
す
べ
て
で

作
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
金
剛
寺
の
子
院
摩
尼
院
に
も
、
前
半
に
楽
譜
、
後
半
に

金
剛
寺
の
法
会
に
関
す
る
記
述
を
も
つ
、
元
禄
本
『〔
笙
譜
〕』
と
同
種

の
楽
譜
が
存
す
る
。
次
節
で
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

三　

摩
尼
院
蔵
『〔
笙
譜
・
楽
次
第
〕』

　

金
剛
寺
の
子
院
摩
尼
院
に
は
、『〔
笙
譜
・
楽
次
第
〕』（
一
七
―
三
四
）

が
存
す
る
。

　

以
下
に
書
誌
を
記
す
。

折
本
一
帖
。
法
量
、
一
八
・
四
糎
×
一
〇
・
五
糎
。
墨
付
二
九
丁
。

外
題
、
内
題
な
し
。
巻
末
に
朱
筆
で
以
下
の
書
写
奥
書
が
記
さ
れ

る
。

寛
永
十
年
卯
月
廿
四
日　
　
　
　

朝
鑁　

印

文
化
七
年
六
月
廿
四
日
、
右
以
本
書
写（

10
）畢。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
本
書
は
寛
永
十
年
（
一
六
三
三
）
に
「
朝
鑁
」
が

記
し
た
も
の
を
、
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
に
書
写
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
朝
鑁
は
、
金
剛
寺
の
第
四
四
代
学
頭
で
あ
り
、
満
蔵

院
に
住
し
、
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
に
生
ま
れ
、
元
禄
三
年
（
一
六
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九
〇
）
に
没
し
た
人
物
で
あ（

11
）る。

本
書
を
書
写
し
た
寛
永
十
年
に
は
、

三
〇
歳
で
あ
っ
た
。
以
下
、
本
資
料
を
寛
永
本
『〔
笙
譜
〕』
と
す
る
。

　

本
楽
譜
に
は
、「
央
宮
楽
」
と
す
べ
き
と
こ
ろ
を
「
失0

空0

楽
」（
二
七

オ
）
と
す
る
な
ど
、
明
ら
か
な
誤
写
が
見
ら
れ
る
。
雅
楽
に
つ
い
て
の

正
確
な
知
識
を
有
し
て
い
れ
ば
、
こ
う
し
た
誤
り
は
生
じ
に
く
い
の
で
、

恐
ら
く
は
文
化
七
年
の
書
写
は
、
音
楽
の
素
養
が
十
分
で
な
い
人
物
に

よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
推
さ
れ
る
。

　

構
成
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

・
寛
永
本
『〔
笙
譜
〕』　

構
成
表

　

＊　

楽
曲
名
に
は
通
し
番
号
、
一
つ
書
き
の
項
目
な
ど
に
は
ａ
～
ｍ

と
付
し
、
楽
譜
は
省
略
し
た
。

で
示
し
た
の
は
、
前
半
の
楽
譜
部

分
に
は
見
え
な
い
楽
曲
で
あ
る
。

《
笙
譜
》

　

平
調

①　

慶
雲
楽
（
登
）
礼
、
只
拍
子
。　　

②　

甘
州
カ
ケ
吹
、
由
利
拍
子
。　　

③　

五
常
楽
八
拍
子
、カ
ケ
吹
。　　

④　

鶏
徳
両
四
拍
子
。　　

⑤　

倍

臚
只
拍
子
。

　

盤
渉

⑥　

白
柱
両
八
拍
子
。　　

⑦　

三
帖　
　

⑧　

越
殿
楽
両
四
拍
子
。

　

黄
鐘

⑨　

央
宮
楽
只
拍
子
。　　

⑩　

海
青
楽
八
拍
子
。　　

⑪　

蘇
香
急
四

拍
子
、
カ
ケ
吹
。　　

⑫　

鳥
急
片
八
拍
子
、
カ
ケ
吹
。　　

⑬　

散
金
打

図 2　末尾部分 図 1　冒頭部分
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毬
楽
八
拍
子
。　　

⑭　

十
翠
楽
四
拍
子
。　　

⑮　

千
秋
楽
八
拍
子
。

　

壹
越

⑯　

廻
坏
楽
只
拍
子
。　　

⑰　

十
天
楽
由
利
、
八
拍
子
。〈
口
ノ
切
奥
ノ

切
ニ
カ
ケ
バ
チ
ア
リ
〉　　

⑱　

胡
飲
酒
片
四
拍
子
。　　

⑲　

鳥
之

急
片
八
拍
子
、
カ
ケ
吹
。　　

⑳　

武
徳
楽
四
拍
子
。　　

㉑　

羅
陵
王

破
片
八
拍
子
、
カ
ケ
吹
。　　

㉒　

酒
胡
子
片
四
拍
子
。　　

㉓　

賀
殿

急
四
拍
子
。

平
調
々
子　

大
音
取
〈
又
云
二
四
切
ノ
音
取
ト
一
／
又
云
二
一
ノ
音
取

ト
一
〉

盤
渉
調　
　

大
音
取

黄
鐘
調　
　

大
音
取　

菩
薩
音
取
同
。

一
越
調　
　

大
音
取

・
付
物
伽
陀
朗
詠
共
ニ
第
三
句
ヨ
リ
付
之
。

・
平
調
甲
ノ
音
ハ
（
笙
譜
）
乙
ノ
音
ハ
（
笙
譜
）、
ユ
リ
上
ハ
（
笙
譜
）

ユ
リ
下
ハ
（
笙
譜
）

・
盤
渉
甲
音
ハ
（
笙
譜
）
乙
ノ
音
ハ
（
笙
譜
）、
ユ
リ
上
ハ
（
笙
譜
）

ユ
リ
下
ハ
（
笙
譜
）

・
黄
調
甲
音
ハ
（
笙
譜
）
乙
ノ
音
ハ
（
笙
譜
）、
ユ
リ
上
ハ
（
笙
譜
）

ユ
リ
下
ハ
（
笙
譜
）

・
壹
越
甲
音
ハ
（
笙
譜
）
乙
ノ
音
ハ
（
笙
譜
）、
ユ
リ
上
ハ
（
笙
譜
）

ユ
リ
下
ハ
（
笙
譜
）

ａ　

一　

正
月
堂
、
管
絃
者
ノ
座
席
ヘ
我
カ
本
座
ヨ
リ
直
事
、
初
メ
例
時

ノ
錫
杖
ノ
三
世
諸
仏
ノ
時
ト
杖
引
ノ
後
ト
。
次
ニ
、
其
夜
ノ
音
取

ノ
衆
ハ
前
讃
ノ
中
鉢
ノ
時
直
ル
。
余
ノ
衆
ハ
終
ノ
鉢
ノ
時
直
ル
也
。

ｂ　

一　

笙
笛
ノ
面
竹
ヲ
ナ
ラ
ス
事
、
初
平
調
ノ
々
子
吹
出
ン
ト
ス
ル
時
、

（
笙
譜
）
次
ニ
杖
引
ノ
後
、
廻
向
ノ
金
ノ
次
ニ
（
笙
譜
）、
次
ニ
黄

鐘
調
ノ
々
子
吹
出
ン
ト
ス
ル
時
、（
笙
譜
）。

ｃ　

一　

正
月
堂
、
音
取
。
後
夜
導
師
ノ
三
力
ノ
金
ノ
後
（
笙
譜
）。
次

篳
篥
音
取
、次
横
笛
音
取
、次
拍
掌
ノ
後
琵
琶
、次
振
鈴
ノ
後
、箏
。

次
、
散
念
誦
、
珠
数
摺
テ
ニ
笙
笛
音
取
（
笙
譜
）。

ｄ　

一　

正
月
堂
、
初
夜
導
師
ニ
ハ
評マ

マ

調
。
登
礼
ニ
ハ
①
慶
雲
楽
、
下

礼
ニ
ハ
④
鶏
徳
楽
。
後
夜
導
師
、
黄
鐘
。
登
礼
ニ
⑨
失マ

マ

空
楽
、

下
礼
ニ
〈
元
日
ニ
⑮
千
秋
楽
、
二
日
ニ
ハ
⑩
海
青
楽
〉。
ｅ
正
月

三
日
ニ
明
神
講
。
黄
鐘
。
三
十
二
相
ニ
ハ
⑬
打
毬
楽
。
初
中
後

讃
咲マ

マ
ア
リ
。
四
日
七
日
ニ
⑤
倍
臚
、
牛
玉
導
師
ニ
⑭
十
翠
楽
二
反
。

ｆ　

一　

二
月
十
五
日
ニ
、
涅
槃
講
。
盤
渉
。
あ

五
常
楽
、
登
礼
ヨ
リ

五
段
メ
ニ
吹
。

ｇ　

一　

三
月
三
日
、
明
神
講
。
黄
鐘
。
ｈ
同
廿
一
日
、
テ
ン
ク
ノ
間
、

⑰
十
天
楽
。
両
導
師
〈
登
礼
ニ
ハ
⑯
廻
、
下
礼
ニ
ハ
⑲
鳥
〉。
三

礼
導
師
〈
登
礼
ニ
ハ
⑱
胡
飲
酒
、
下
礼
ニ
ハ
い

北
庭
〉。
退
出
、

㉑
陵
王
破
。

ｉ　

一　

四
月
十
四
日
ヨ
リ
舎
利
講
ア
リ
。
ｊ
同
十
六
日
、
明
神
講
、

黄
鐘
。
ｋ
六
月
七
日
ニ
盤
渉
。
う

五
条
。
登
礼
ヨ
リ
五
段
メ
ニ
ア
リ
。

ｌ　

一　

七
月
七
日
、
平
調
。
え

五
常
楽
破
、
⑤
倍
臚
ア
リ
。

ｍ　

一　

同
十
四
日
、
往
生
講
。
壹
越
。
⑰
十
天
楽
ノ
次
ニ
㉓
賀
殿
、

⑳
武
徳
楽
、
次
い

北
庭
楽
。〈（
朱
）
近
来
⑱
胡
飲
ノ
次
ニ
㉓
賀
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殿
ヲ
用
。
可
尋
。〉

合
竹

　

前
半
の
笙
譜
部
分
に
は
、
平
調
（
五
曲
）、
盤
渉
調
（
三
曲
）、
黄
鐘

調
（
七
曲
）、
壱
（
壹
）
越
調
（
八
曲
）
の
合
わ
せ
て
二
三
曲
の
楽
譜

が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

楽
譜
の
後
に
は
、
楽
曲
演
奏
の
前
に
奏
さ
れ
る
「
調
子
」
と
い
う
曲

が
、
平
調
・
盤
渉
調
・
黄
鐘
調
・
壱
（
一
）
越
調
の
順
で
記
さ
れ
て
お

り
、「
調
子
」
の
楽
譜
の
前
に
は
、
各
調
子
と
も
に
「
大
音
取
」
と
し
て
、

二
行
分
程
度
の
楽
譜
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

つ
い
で
声
明
で
唱
え
ら
れ
る
「
伽
陀
」、
朗
詠
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
謡

物
で
ど
の
部
分
か
ら
演
奏
す
る
か
に
つ
い
て
の
記
事
、各
調
子
で
の「
甲

音
」「
乙
ノ
音
」「
ユ
リ
上
」「
ユ
リ
下
」
の
楽
譜
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

　

続
い
て
、
ａ
～
ｍ
ま
で
の
項
目
が
記
さ
れ
る
。
ｄ
以
降
に
、
正
月
か

ら
七
月
ま
で
の
法
会
で
の
音
楽
演
奏
に
つ
い
て
の
記
事
が
記
さ
れ
る
。

　

構
成
表
の
ｄ
以
降
の
楽
曲
に
番
号
を
付
し
た
よ
う
に
、
前
半
の
楽
譜

と
後
半
の
法
会
で
奏
さ
れ
る
楽
譜
と
は
、
関
連
が
見
ら
れ
る
。
た
と
え

ば
楽
譜
冒
頭
の
①
「
慶
雲
楽
」
に
付
さ
れ
た
注
記
に
は
、

　
　

平
調
／
慶
雲
楽　
（　

）
礼　

只
拍（
12
）

子

と
あ
る
。
右
の
「（　

）
礼
」
の
判
読
不
能
字
は
恐
ら
く
「
登
」（

13
）で、

導
師
が
礼
盤
に
登
る
際
の
「
登
礼
」
に
演
奏
す
る
曲
で
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
こ
の
曲
は
、
後
半
の
ｄ
に
、

　
　

正
月
堂
、
初
夜
導
師
ニ
ハ
評マ

マ

（
平
）
調
。
登
礼
ニ
ハ
慶
雲
楽

と
見
え
る
。
す
る
と
、
楽
譜
に
付
さ
れ
た
注
記
は
、
こ
の
曲
が
法
会
の

ど
の
場
面
で
奏
さ
れ
る
べ
き
か
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
①
「
慶

雲
楽
」
に
関
し
て
は
、
前
半
の
楽
曲
注
記
と
後
半
の
法
会
に
関
す
る
記

事
と
は
連
動
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

そ
こ
で
、
前
半
の
《
笙
譜
》
と
後
半
の
記
述
と
の
関
連
を
調
べ
る
た

め
、
両
者
を
比
較
す
る
と
、《
笙
譜
》
に
収
載
さ
れ
る
曲
の
う
ち
、
後

半
部
分
に
見
え
な
い
の
は
、
平
調
（
②
③
）、
盤
渉
調
す
べ
て
（
⑥
～
⑧
）、

黄
鐘
調
（
⑪
⑫
）、
壱
越
調
（
㉒
）
の
合
わ
せ
て
八
曲
で
、《
笙
譜
》
に

掲
載
さ
れ
る
二
三
曲
の
三
分
の
一
に
及
ぶ
。
一
方
で
、
ｄ
～
ｍ
に
あ
げ

ら
れ
て
い
る
法
会
で
演
奏
さ
れ
る
の
べ
二
三
曲
の
う
ち
、
四
角
で
囲
ん

だ
あ
～
え
の
四
曲
は
、
前
半
の
楽
譜
に
見
え
な
い
。

　

ま
た
、
①
「
慶
雲
楽
」
に
存
す
る
法
会
の
ど
の
場
面
で
楽
曲
を
奏
す

る
か
に
つ
い
て
の
注
記
は
他
の
曲
に
は
な
く
、
⑬
「
散
金
打
毬
楽
」
に

「
正
月
三
十
二
相
時
、
此
ヨ
リ
付
」、
⑲
「
鳥
之
急
」
に
「
三
月
廿
一
日

用
ユ
」
と
い
っ
た
朱
注
が
楽
譜
中
で
な
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

　

楽
曲
に
は
、「
両0

四
拍
子
」（
⑧
「
越
殿
楽
」）、「
片0

八
拍
子
」（
⑫
「
鳥

急
」）
な
ど
の
注
記
が
存
す
る
が
、「
両
」「
片
」
な
ど
の
表
現
は
、
他

の
三
種
の
楽
譜
に
は
見
え
な
い
も
の
で
あ
る
。

　

楽
譜
と
後
半
部
分
の
比
較
か
ら
す
る
と
、寛
永
本
で
は
、前
半
の《
笙

譜
》
と
後
半
の
法
会
で
の
演
奏
と
の
対
応
は
、
さ
ほ
ど
意
識
さ
れ
て
い

な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
、
前
半
の
《
笙
譜
》
と
後
半
の
「
楽
次
第
」

が
ほ
ぼ
対
応
し
て
い
る
元
禄
本
『〔
笙
譜
〕』
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

　

寛
永
本
『〔
笙
譜
〕』
は
、
前
半
に
笙
譜
、
後
半
に
法
会
関
連
の
記
事
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を
載
せ
る
、
と
い
う
元
禄
本
と
同
様
の
構
成
を
も
ち
な
が
ら
も
、
叙
述

の
方
法
に
は
相
違
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
点
に
留
意
し
つ

つ
、
次
節
で
両
者
を
比
較
す
る
こ
と
に
す
る
。

四　

寛
永
本
『〔
笙
譜
〕』
と
元
禄
本
『〔
笙
譜
〕』

　

寛
永
本
『〔
笙
譜
〕』
と
元
禄
本
『〔
笙
譜
〕』
の
叙
述
を
比
較
す
る
に

際
し
、
両
者
の
構
成
を
改
め
て
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

両
者
は
と
も
に
、
前
半
部
分
に
調
子
ご
と
に
分
類
し
た
笙
譜
を
載
せ

て
い
る
。
寛
永
本
は
、
そ
の
あ
と
に
各
調
子
の
前
奏
曲
「
音
取
」
と
「
調

子
」
を
記
し
、
続
い
て
「
伽
陀
」
や
朗
詠
に
つ
い
て
の
付
物
に
つ
い
て

の
項
目
、
各
調
子
の
「
甲
音
」「
乙
ノ
音
」
な
ど
を
記
し
た
後
に
、
ａ

～
ｍ
の
項
目
を
掲
出
し
、
最
後
に
「
合
竹
」
の
一
覧
を
載
せ
て
い
る
。

笙
を
演
奏
す
る
際
の
「
音
取
」
と
「
調
子
」
を
記
し
て
い
る
点
で
は
、

第
二
節
で
ふ
れ
た
、「
音
取
」
を
載
せ
る
『〔
笛
譜
〕』
や
、「
音
取
」
と

「
調
子
」
を
載
せ
る
『〔
篳
篥
譜
〕』
に
近
い
。

　

元
禄
本
で
は
、
楽
譜
に
続
い
て
「
調
律
」
を
記
し
、
α
の
項
目
の
後

に
「
金
剛
寺
楽
次
第
」
と
題
し
て
、
Ａ
～
Ｊ
の
項
目
を
記
し
、「
笙
笛

竹
別
名
」「
笙
合
竹
」
を
載
せ
る
。

　

一
つ
書
き
で
記
さ
れ
る
ａ
～
ｍ
、
Ａ
～
Ｊ
の
項
目
を
比
較
す
る
と
、

寛
永
本
の
ａ
・
ｂ
・
ｉ
が
元
禄
本
に
見
え
ず
、
元
禄
本
の
Ｊ
は
寛
永
本

に
は
な
い
。残
り
の
項
目
は
、寛
永
本
ｃ
―
元
禄
本
α
、ｄ
―
Ａ
、ｅ
―
Ｂ
、

ｆ
―
Ｃ
、
ｇ
―
Ｄ
、
ｈ
―
Ｅ
、
ｋ
―
Ｇ
、
ｌ
―
Ｈ
と
い
う
形
で
対
応
し

て
い
る
。

　

寛
永
本
ｄ
～
ｍ
、
元
禄
本
Ａ
～
Ｊ
は
、
金
剛
寺
で
の
音
楽
演
奏
を
と

も
な
う
行
事
を
示
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
項
目
の
記
述
に
よ
り
、
金
剛

寺
で
行
わ
れ
て
い
た
法
会
等
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
は
元
禄
本
し
か

知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
そ
こ
に
行
事
名
な
ど
が
示
さ
れ
て
い
な

い
場
合
に
は
、
日
付
な
ど
か
ら
類
推
す
る
し
か
な
か
っ
た
が
、
寛
永
本

に
行
事
名
が
明
記
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
行
事
名
を
確
定
す
る
こ
と
が

可
能
に
な
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
寛
永
本
と
元
禄
本
の
項
目
の
記
述
を
合
わ
せ
て
、
可
能
な

限
り
根
拠
を
明
確
に
し
た
う
え
で
、
両
者
に
よ
り
知
ら
れ
る
金
剛
寺
で

行
わ
れ
て
い
た
音
楽
演
奏
を
と
も
な
う
行
事
を
概
観
す
る
。

　

正
月
一
日
か
ら
七
日
は
、
寛
永
本
ｄ
に
「
正
月
堂
」
と
あ
り
、
そ
の

項
目
中
に
「
元
日
」「
二
日
」「
四
日
七
日
」
と
あ
っ
て
、
元
禄
本
Ａ
に

「
正
月
堂
、
七
日
ノ
間
」
と
あ
る
の
で
、
修
正
会
が
行
わ
れ
て
い
た
と

見
ら
れ
る
。

　

正
月
三
日
に
つ
い
て
は
、
元
禄
本
Ｂ
に
「
御
社
拝
殿
ニ
テ
黄
鐘
」
と

あ
る
。「
御
社
」
と
は
金
剛
寺
の
鎮
守
社
の
丹
生
高
野
明
神
社
を
指
し
、

そ
の
「
拝
殿
」
つ
ま
り
神
前
で
の
法
楽
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
は
「
明
神
講
」（
寛
永
本
ｅ
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
だ
。「
明
神
講
」

は
、「
三
月
三
日
」（
寛
永
本
ｇ
・
元
禄
本
Ｄ
）、「
四
月
十
六
日
」（
寛

永
本
ｊ
）
に
も
行
わ
れ
て
い
る
。
七
月
七
日
に
も
「
御
社
拝
殿
」（
元

禄
本
Ｈ
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
日
に
も
鎮
守
社
で
の
法
楽
が
な
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。「
黄
鐘
」
は
、
黄
鐘
調
に
属
す
る
楽
曲
を
演

奏
す
る
こ
と
を
示
す
。
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釈
迦
入
滅
の
日
で
あ
る
二
月
十
五
日
に
は
、「
涅
槃
講
」（
寛
永
本
ｆ
）

が
行
わ
れ
て
い
た
。

　

三
月
二
一
日
に
は
寛
永
本
・
元
禄
本
と
も
に
行
事
名
は
な
い
が
、
こ

の
日
は
弘
法
大
師
が
高
野
山
奥
の
院
に
入
定
し
た
日
で
あ
る
の
で
、
大

師
の
遺
徳
を
し
の
ぶ
「
御
影
供
」
が
催
行
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

四
月
十
四
日
か
ら
は
「
舎
利
講
」（
寛
永
本
ｉ
）
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

四
月
十
六
日
に
は
、
寛
永
本
ｊ
で
は
「
明
神
講
。
黄
鐘
」、
元
禄
本

Ｆ
で
は
「
下
里
明
神
講
。
盤
渉
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
寛
永
本
で
は
「
黄

鐘
」、
元
禄
本
で
は
「
盤
渉
」
と
あ
っ
て
、
演
奏
に
用
い
ら
れ
る
調
子

が
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
両
者
は
別
行
事
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

寛
永
本
の
記
述
は
、
正
月
三
日
、
三
月
三
日
と
同
じ
く
、
鎮
守
社
神
前

で
の
「
明
神
講
」
で
あ
ろ
う
。

　

元
禄
本
に
見
え
る
「
下
里
」
は
、
金
剛
寺
の
あ
る
天
野
山
村
の
北
に

接
す
る
下
里
村
で
あ
る
。
元
禄
本
Ｆ
の
記
事
は
、
金
剛
寺
僧
が
そ
こ
で

明
神
講
を
行
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
下
里
村
に
は
祭
神
を
国
津

大
明
神
・
丹
生
大
明
神
・
高
野
大
明
神
・
稲
荷
大
明
神
と
す
る
「
四
社

大
明
神
」
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら（

14
）れ、
現
在
下
里
町
に
存
す
る
青
賀
原

神
社
が
こ
れ
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
同
日
に
別
行
事
が
行
わ
れ
て

い
た
の
か
、
あ
る
い
は
寛
永
本
か
ら
元
禄
本
に
い
た
る
七
〇
年
弱
の
間

に
、
鎮
守
社
で
の
明
神
講
か
ら
下
里
村
で
の
明
神
講
に
変
わ
っ
た
も
の

か
、
い
ず
れ
と
も
決
し
が
た
い
。

　

六
月
七
日
に
は
、
金
堂
で
の
弁
才
天
講
（
元
禄
本
Ｇ
）、
七
月
十
四

日
に
は
、
寺
内
三
宝
院
（
元
禄
本
Ｉ
）
で
往
生
講
（
寛
永
本
ｍ
・
元
禄

本
Ｄ
）
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

年
末
の
十
二
月
二
五
日
に
は
、
年
始
の
修
正
会
で
演
奏
す
る
楽
曲
の

「
ケ
イ
コ
」（
元
禄
本
Ｊ
）
が
行
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
う
ち
、
正
月
三
日
、
三
月
三
日
の
「
明
神
講
」、
二
月
十
五
日

の
「
涅
槃
講
」
は
、
寛
永
本
に
よ
っ
て
行
事
名
が
確
定
で
き
る
。
奏
楽

は
な
い
も
の
の
、
四
月
十
六
日
か
ら
「
舎
利
講
」
が
行
わ
れ
て
い
た
こ

と
も
、
寛
永
本
に
よ
り
判
明
す
る
。

　

両
者
の
記
述
を
比
較
す
る
と
、
寛
永
本
の
ｅ
・
ｈ
・
ｊ
・
ｋ
が
、
立

項
さ
れ
る
こ
と
な
く
前
項
の
記
事
に
続
け
て
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

元
禄
本
で
は
こ
れ
と
対
応
す
る
Ｂ
・
Ｅ
・
Ｆ
・
Ｇ
は
、
す
べ
て
日
付
ご

と
に
立
項
さ
れ
て
お
り
、
寛
永
本
よ
り
も
整
理
さ
れ
た
形
に
な
っ
て
い

る
。

　

寛
永
本
ｈ
で
は
、
弘
法
大
師
の
御
影
供
に
お
け
る
導
師
の
登
礼
・
下

礼
の
曲
名
を
省
略
し
、そ
れ
ぞ
れ「
廻（「
⑯
廻
坏
楽
」の
略
）」「
鳥（「
⑲

鳥
之
急
」
の
略
）」
と
冒
頭
の
一
字
の
み
で
示
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
次
に
七
月
七
日
の
記
事
を
掲
出
し
た
よ
う
に
、
寛
永
本
と
元

禄
本
と
で
は
、
行
事
で
演
奏
す
る
曲
目
の
書
き
方
に
相
違
が
見
ら
れ
る
。

・
寛
永
本
ｌ

一　

七
月
七
日
、
平
調
。
五
常
楽
破
、
倍
臚
ア
リ
。

・
元
禄
本
Ｈ

一　

七
月
七
日
、
御
社
拝
殿
ニ
テ
平
調
。
慶
雲
楽
、
甘
州
、
五
常

楽
破
、
三
台
急
、
林
歌
、
倍
臚
、
皇
麞
、
鶏
徳
楽
。

　

寛
永
本
ｌ
で
は
、
七
月
七
日
の
奏
楽
に
は
「
平
調
」
で
の
奏
楽
が
な
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さ
れ
る
こ
と
を
記
し
た
う
え
で
、
演
奏
曲
中
に
「
五
常
楽
破
」、「
倍
臚
」

の
二
曲
が
あ
る
こ
と
の
み
を
記
し
て
い
る
。
元
禄
本
に
よ
れ
ば
、
こ
の

日
は
八
曲
が
演
奏
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
寛
永
本
の
段
階
で
も

同
様
の
奏
楽
が
行
わ
れ
て
い
た
と
す
る
と
、
そ
の
う
ち
の
二
曲
の
み
に

言
及
す
る
ｌ
の
叙
述
は
、
演
奏
曲
中
に
両
曲
が
存
在
す
る
こ
と
に
留
意

し
た
記
述
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
る
と
、
寛
永
本
で
は
当
日
の

演
奏
に
あ
た
っ
て
の
留
意
点
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
日
の
行
事
で
の
演
奏

曲
中
に
当
該
曲
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
、
い
わ
ば
「
心
覚
え
」
的
に

記
し
て
い
る
と
み
な
せ
よ
う
。

　

こ
う
し
た
傾
向
は
、
ｅ
・
ｇ
・
ｊ
の
「
明
神
講
」
で
、「
黄
鐘
」
と

あ
る
の
み
で
演
奏
曲
へ
の
言
及
は
な
い
な
ど
、
ｄ
の
修
正
会
、
ｈ
の
御

影
供
を
除
く
他
の
行
事
で
も
見
ら
れ（

15
）る。

　

一
方
の
元
禄
本
は
、
日
付
、
行
事
、
演
奏
に
用
い
る
調
子
、
演
奏
曲

全
曲
を
記
し
て
お
り
、
法
会
に
と
も
な
う
楽
の
「
次
第
」
と
し
て
の
体

裁
を
整
え
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
検
討
を
ふ
ま
え
て
、
両
者
の
性
質
に
つ
い
て
考
え
て
み

る
。
寛
永
本
は
、《
笙
譜
》、
笙
の
演
奏
に
用
い
る
「
音
取
」
と
「
調
子
」、

一
つ
書
き
の
項
目
、
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
一
つ
書
き
の
項
目

の
う
ち
、
ｄ
～
ｍ
の
法
会
で
の
音
楽
演
奏
に
関
わ
る
部
分
は
、
前
半
の

《
笙
譜
》
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
関
連
は
み
ら
れ
な
い
こ
と
を
述
べ
た
。

　

元
禄
本
と
の
比
較
の
た
め
、
便
宜
上
、
ｄ
～
ｍ
を
ひ
と
ま
と
ま
り
の

も
の
と
と
ら
え
た
が
、
一
つ
書
き
の
項
目
は
ａ
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、

寛
永
本
全
体
で
は
ａ
～
ｍ
が
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
記
述
さ

れ
て
い
る
と
考
え
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

　
ａ
～
ｍ
の
内
容
は
、
ａ
～
ｃ
で
は
笙
の
奏
楽
に
ま
つ
わ
る
項
目
、
ｄ

～
ｍ
で
は
、
法
会
と
関
連
し
て
、
そ
れ
が
行
わ
れ
る
日
付
、「
平
調
」「
盤

渉
」
な
ど
の
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
調
子
や
、
お
お
よ
そ
の
演
奏
曲
、
奏

楽
に
あ
た
っ
て
の
留
意
点
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
と
み
な
せ
る
。
ｄ
以

降
で
の
こ
う
し
た
記
述
は
、
そ
れ
ら
が
法
会
な
ど
で
の
演
奏
に
あ
た
っ

て
の
「
心
覚
え
」、
い
わ
ば
備
忘
録
的
な
性
質
を
有
し
て
い
る
こ
と
を

示
し
て
い
よ
う
。

　

元
禄
本
は
、
後
半
部
分
を
「
金
剛
寺
楽
次
第
」
と
題
し
、
そ
れ
以
降

で
金
剛
寺
の
法
会
な
ど
で
の
奏
楽
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、
前
半
部
分

と
後
半
部
分
と
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
前
半
部
分
と
後

半
部
分
の
記
述
と
は
、
ほ
ぼ
対
応
し
て
い
る
。「
楽
次
第
」
で
は
、
行

事
ご
と
に
立
項
す
る
な
ど
記
述
が
整
理
さ
れ
て
お
り
、
項
目
中
に
は
、

日
付
と
そ
の
日
に
用
い
る
調
子
、
演
奏
曲
す
べ
て
が
書
か
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
元
禄
本
に
お
け
る
「
楽
次
第
」
は
、
金
剛
寺
で

催
行
さ
れ
る
法
会
な
ど
で
演
奏
さ
れ
る
「
楽
」
の
「
次
第
」
と
し
て
十

分
に
機
能
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
元

禄
本
は
金
剛
寺
の
法
会
な
ど
で
の
整
え
ら
れ
た
「
次
第
」
を
備
え
、
そ

れ
ら
法
会
で
奏
さ
れ
る
楽
曲
を
具
備
し
た
も
の
と
し
て
、
整
備
さ
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

こ
こ
で
、
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
、
元
禄
本
で
「
楽

次
第
」
の
前
に
記
さ
れ
て
い
る
α
と
、
そ
れ
と
対
応
す
る
寛
永
本
ｃ
の

記
述
と
を
比
較
す
る
と
、
次
に
あ
げ
た
よ
う
に
、
元
禄
本
の
記
述
は
、
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寛
永
本
の
傍
線
部
を
除
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

・
寛
永
本
ｃ

一　

正
月
堂
、
音
取
。
後
夜
導
師
ノ
三
力
ノ
金
ノ
後
（
笙
譜
）。
次
篳

篥
音
取
、
次
横
笛
音
取
、
次
拍
掌
ノ
後
琵
琶
、
次
振
鈴
ノ
後
、
箏
。

次
、
散
念
誦
、
珠
数
摺
テ
ニ
笙
笛
音
取
。（
笙
譜
）

・
元
禄
本
α

一　

正
月
堂
、
音
取
。
後
夜
導
師
ノ
三
力
ノ
金
ノ
後
（
笙
譜
）。
次
、

散
念
誦
、
数
珠
摺
テ
ニ
笙
笛
音
取
。（
笙
譜
）
菩
薩
ノ
音
取
ト
云
。

　

こ
れ
は
、「
正
月
堂
」
で
の
法
会
、
す
な
わ
ち
修
正
会
に
お
い
て
、

法
会
で
ど
の
よ
う
に
音
取
が
演
奏
さ
れ
る
か
を
示
し
た
記
事
で
あ
る
。

寛
永
本
で
は
、
修
正
会
の
作
法
の
う
ち
、
後
夜
導
師
が
「
三
力
偈
」
で

金
を
打
ち
鳴
ら
し
た
後
に
笙
の
音
取
を
奏
し
、
そ
の
後
、
篳
篥
、
横
笛

の
音
取
が
奏
さ
れ
、
そ
の
後
に
琵
琶
、
箏
が
加
わ
る
、
と
い
う
、
演
奏

に
参
加
す
る
楽
器
が
、
ど
の
よ
う
な
順
序
で
加
わ
る
か
を
具
体
的
に
記

し
て
い
る
。

　

元
禄
本
は
、
後
夜
導
師
の
後
に
笙
の
音
取
が
奏
さ
れ
、
法
会
の
本
尊

の
真
言
を
唱
え
る
「
散
念
誦
」
の
後
に
笙
の
音
取
を
吹
く
、
と
い
う
、

笙
に
関
す
る
記
述
の
み
に
な
っ
て
お
り
、
末
尾
に
こ
の
音
取
を
「
菩
薩

ノ
音
取
」
と
呼
ぶ
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
元
禄
本
α
の
記
事
は
、
寛
永
本

ｃ
の
よ
う
な
記
述
か
ら
、
笙
に
直
接
関
わ
る
部
分
の
み
を
抽
出
し
、
末

尾
に
音
取
の
呼
称
を
加
え
た
も
の
と
い
え
る
。

　

こ
こ
で
、
両
者
に
直
接
関
係
が
存
す
る
か
が
問
題
に
な
る
。
右
の
記

事
の
比
較
か
ら
は
、
寛
永
本
か
ら
元
禄
本
へ
の
直
接
関
係
を
想
定
で
き

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
引
用
箇
所
で
省
略
し
た
二
箇
所
に
記
さ
れ
る
笙

の
楽
譜
は
、
両
者
で
異
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、「
菩
薩
ノ
音
取
」
は
、
寛
永
本
「
黄
鐘
調
」
の
「
大
音
取
」

に
「
菩
薩
音
取
同
」
と
見
え
る
が
、
こ
れ
と
元
禄
本
α
に
見
え
る
楽
譜

は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
楽
譜
部
分
で
も
、
寛
永
本
に

見
ら
れ
る
「
両
四
拍
子
」、「
片
八
拍
子
」
な
ど
の
注
記
が
元
禄
本
に
は

ま
っ
た
く
見
え
ず
、
楽
譜
そ
の
も
の
も
、
ま
っ
た
く
同
一
で
あ
る
と
い

え
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

　

こ
れ
ら
を
勘
案
す
る
と
、
寛
永
本
と
元
禄
本
の
間
に
は
、
直
接
関
係

を
認
め
が
た
い
。
た
だ
し
、
特
に
後
半
の
「
楽
次
第
」
部
分
に
お
い
て

は
両
者
の
記
述
が
類
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
元
禄
本
の
記
述

が
、
寛
永
本
と
無
関
係
に
記
さ
れ
た
と
も
考
え
に
く
い
。
元
禄
本
が
寛

永
本
を
実
見
し
て
叙
述
を
行
っ
た
と
は
断
定
で
き
な
い
な
が
ら
、
元
禄

本
は
寛
永
本
の
よ
う
な
記
述
を
参
照
し
つ
つ
、
そ
れ
を
「
次
第
」
と
し

て
機
能
す
る
よ
う
な
形
に
整
え
る
な
ど
し
て
本
文
を
作
成
し
た
と
考
え

て
お
き
た
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
寛
永
本
か
ら
知
ら
れ
る
こ
と
と
し
て
注
目
し
た
い
の
が
、

次
に
引
く
寛
永
本
の
み
に
あ
る
ａ
の
記
事
で
あ
る
。

一　

正
月
堂
、
管
絃
者
ノ
座
席
ヘ
我
カ
本
座
ヨ
リ
直
事
、
初
メ
例
時
ノ

錫
杖
ノ
三
世
諸
仏
ノ
時
ト
杖
引
ノ
後
ト
。
次
ニ
、
其
夜
ノ
音
取
ノ

衆
ハ
前
讃
ノ
中
鉢
ノ
時
直
ル
。
余
ノ
衆
ハ
終
ノ
鉢
ノ
時
直
ル
也
。

　

こ
の
記
事
は
、「
正
月
堂
」
す
な
わ
ち
修
正
会
で
の
「
管
絃
者
ノ
座

席
ヘ
我
カ
本
座
ヨ
リ
直
事
」
を
述
べ
て
い
る
。「
管
絃
者
」
は
、
法
会
で
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楽
曲
の
演
奏
を
担
う
者
を
指
し
、
彼
ら
が
「
本
座
」、
お
そ
ら
く
は
法

会
の
職
衆
と
し
て
参
加
し
て
い
る
場
所
か
ら
、
楽
器
演
奏
を
す
る
「
管

絃
者
ノ
座
席
」
へ
と
「
直
ル
」
と
い
う
、
移
動
す
べ
き
タ
イ
ミ
ン
グ
を

記
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

具
体
的
に
は
、
こ
の
項
目
は
、「
管
絃
者
」
は
、
例
時
（
朝
か
夕
の

勤
行
か
）
で
唱
え
ら
れ
る
声
明
曲
「
三
条
錫
杖
」
の
「
三
世
諸
仏
」
と

い
う
句
の
時
と
、「
杖（

16
）引」
の
後
に
、「
本
座
」
か
ら
管
絃
者
の
座
席
へ

移
動
し
、
ま
た
、
そ
の
夜
の
「
音
取
ノ
衆
」、
つ
ま
り
楽
曲
の
前
に
演

奏
さ
れ
る
音
取
を
受
け
持
つ
各
楽
器
の
第
一
奏
者
は
、「
前
讃
」
の
中

ほ
ど
に
、
そ
の
他
の
奏
者
は
曲
の
終
わ
り
頃
に
移
動
す
る
、
と
い
っ
た

こ
と
を
説
明
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。

　

金
剛
寺
で
の
音
楽
演
奏
は
、
寺
僧
が
担
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
、
音
楽

演
奏
を
行
う
僧
は
、
修
正
会
や
御
影
供
で
の
請
定
状
な
ど
で
は
、「
管

絃
用
僧
」
と
し
て
招
集
さ
れ
て
い（

17
）る。
ま
た
、「
曼
荼
羅
供
」
な
ど
の

臨
時
の
大
法
会
で
は
、「
楽
衆
」
と
よ
ば
れ
る
楽
器
奏
者
の
集
団
が
招

集
さ
れ
て
い（

18
）る。

　

こ
れ
と
、
寛
永
本
ａ
の
記
述
を
併
せ
考
え
る
と
、
そ
れ
ら
「
管
絃
者
」

ま
た
は
「
管
絃
用
僧
」、「
楽
衆
」
は
、
法
会
に
職
衆
と
し
て
参
加
し
つ

つ
、
法
会
中
に
「
本
座
」
か
ら
「
管
絃
者
ノ
座
席
」
へ
と
移
動
す
る
、

つ
ま
り
法
会
の
参
加
者
と
管
絃
演
奏
を
兼
務
し
て
い
た
存
在
だ
っ
た
こ

と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

こ
れ
ま
で
、
金
剛
寺
に
お
い
て
管
絃
の
奏
者
が
法
会
と
ど
の
よ
う
に

関
わ
っ
て
い
た
の
か
は
判
然
と
し
な
か
っ
た
が
、
寛
永
本
『〔
笙
譜
〕』

の
ａ
の
記
述
に
よ
り
、
彼
ら
は
、
法
会
に
お
い
て
職
衆
と
し
て
参
加
し

な
が
ら
、
適
切
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
そ
の
場
か
ら
管
絃
の
座
へ
移
動
し
て
、

音
楽
演
奏
を
行
っ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　

こ
こ
ま
で
の
検
討
で
、
寛
永
本
『〔
笙
譜
〕』
と
元
禄
本
『〔
笙
譜
〕』

と
の
相
違
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。
寛
永
本
は
、
前
半
に
笙
譜
、
次
に

笙
の
演
奏
に
必
要
な
調
子
、
そ
の
後
に
一
つ
書
き
で
笙
に
関
す
る
事
柄

を
記
し
て
い
る
。
後
半
に
存
す
る
金
剛
寺
の
法
会
と
音
楽
演
奏
に
つ
い

て
の
記
事
は
、
笙
の
演
奏
に
関
わ
る
記
事
に
続
き
、
そ
れ
ま
で
の
記
事

と
ひ
と
つ
な
が
り
の
も
の
と
し
て
叙
述
さ
れ
、
前
半
の
笙
譜
と
の
つ
な

が
り
は
、
そ
れ
ほ
ど
意
識
さ
れ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
。

　

元
禄
本
で
は
、
前
半
の
笙
譜
と
、「
金
剛
寺
楽
次
第
」
と
題
さ
れ
た

後
半
の
記
事
と
が
区
別
さ
れ
、
前
半
の
楽
譜
と
後
半
の
法
会
の
記
事
で

の
奏
楽
と
の
対
応
が
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
る
。
元
禄
本
は
、
こ
う
し

た
整
然
と
し
た
構
成
を
も
っ
て
お
り
、
い
う
な
ら
ば
金
剛
寺
で
の
法
会

と
、
そ
こ
で
の
演
奏
に
用
い
ら
れ
る
楽
曲
を
記
し
た
も
の
と
し
て
の
、

完
成
形
を
示
し
て
い
る
と
も
み
な
せ
よ
う
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
金
剛
寺
に
蔵
さ
れ
る
楽
譜
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
を
も
と

に
金
剛
寺
で
の
法
会
と
音
楽
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
述
べ
、
金
剛
寺
で

は
、
法
会
で
の
音
楽
演
奏
に
備
え
、
演
奏
に
用
い
る
笙
・
龍
笛
・
篳
篥

の
三
管
の
楽
譜
が
編
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
特
に
元
禄
本

『〔
笙
譜
〕』
で
は
、
法
会
で
演
奏
さ
れ
る
楽
曲
と
、
法
会
で
の
「
楽
次
第
」
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と
が
対
応
す
る
、
整
っ
た
構
成
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

こ
れ
ら
に
加
え
、
金
剛
寺
の
子
院
摩
尼
院
に
所
蔵
さ
れ
る
、
寛
永
書

写
と
の
奥
書
を
も
つ
『〔
笙
譜
〕』
を
検
討
し
た
。
元
禄
本
『〔
笙
譜
〕』

の
六
六
年
前
に
記
さ
れ
た
本
楽
譜
は
、
前
半
が
笙
の
楽
譜
で
、
後
半
は

金
剛
寺
で
の
音
楽
を
と
も
な
う
法
会
な
ど
を
あ
げ
る
と
い
う
、
元
禄
本

と
同
様
の
構
成
を
も
っ
て
い
る
。
だ
が
、
寛
永
本
の
後
半
の
記
述
は
、

法
会
な
ど
で
の
演
奏
に
か
か
わ
る
留
意
点
な
ど
を
記
し
た
も
の
と
な
っ

て
い
て
、
前
半
と
後
半
の
内
容
は
、
元
禄
本
の
よ
う
に
明
確
な
対
応
を

意
識
し
た
も
の
で
は
な
く
、
ゆ
る
や
か
に
つ
な
が
っ
た
も
の
と
み
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

寛
永
本
と
元
禄
本
の
記
さ
れ
た
時
期
を
考
慮
す
る
と
、
寛
永
本
で
は

ゆ
る
や
か
な
対
応
で
あ
っ
た
も
の
が
、
元
禄
本
に
い
た
っ
て
、「
次
第
」

と
し
て
の
体
裁
を
整
え
た
も
の
へ
と
整
理
さ
れ
る
と
い
う
過
程
が
想
定

で
き
よ
う
。

　

こ
の
寛
永
本
『〔
笙
譜
〕』
の
記
述
に
よ
り
、
元
禄
本
の
み
で
は
確
定

し
が
た
か
っ
た
い
く
つ
か
の
法
会
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
し
て
寛
永

本
の
記
事
か
ら
は
、
法
会
で
音
楽
演
奏
を
担
っ
た
僧
は
、
職
衆
と
し
て

法
会
に
加
わ
っ
て
い
た
者
で
あ
る
と
と
も
に
、
法
会
が
行
わ
れ
る
中
で

座
を
移
動
し
て
「
管
絃
者
」
と
し
て
演
奏
を
行
っ
て
い
た
こ
と
も
示
さ

れ
た
。

　

本
稿
で
は
、
天
野
山
金
剛
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
楽
譜
を
も
と
に
、
そ
こ

で
の
法
会
と
音
楽
と
の
関
連
の
一
端
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
本
稿
で
の

考
察
が
、
金
剛
寺
の
み
な
ら
ず
、
寺
院
法
会
と
音
楽
と
の
関
わ
り
を
考

え
る
一
助
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

注（1
）　

勉
誠
出
版
、
第
一
期
二
巻
（
二
〇
一
七
年
）、
第
二
期
三
巻
（
二
〇
一

八
年
）。

（
2
）　

中
原
香
苗
「
第
三
巻
『
儀
礼
・
音
楽
』
概
要
〈
付
説
〉
金
剛
寺
の
法
会

儀
礼
と
音
楽
」（『
天
野
山
金
剛
寺
善
本
叢
刊　

第
二
期
第
三
巻　

儀
礼
・
音

楽
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
八
年
所
収
）
お
よ
び
、
各
資
料
解
題
参
照
。
論
述

の
都
合
上
、
本
稿
は
こ
れ
ら
と
重
な
る
部
分
が
多
い
。
な
お
、
中
原
「
金
剛

寺
聖
教
中
の
音
楽
資
料
に
つ
い
て
」（『
真
言
密
教
寺
院
に
伝
わ
る
典
籍
の
学

際
的
調
査
・
研
究
―
金
剛
寺
本
を
中
心
に
―
』
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
（
Ｂ
）

研
究
成
果
報
告
書
（
平
成
22
年
度
）、
二
〇
一
一
年
）
も
参
照
。

（
3
）　

い
ず
れ
も
『
天
野
山
金
剛
寺
善
本
叢
刊　

第
二
期
第
三
巻
』
に
所
収
さ

れ
て
い
る
。

（
4
）　

赤
塚
祐
道
「
学
頭
の
書
写
活
動
か
ら
見
た
金
剛
寺
教
学
の
変
遷
」（『
真

言
密
教
寺
院
に
伝
わ
る
典
籍
の
学
際
的
調
査
・
研
究
―
金
剛
寺
本
を
中
心

に
―
』
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
（
Ｂ
）
研
究
成
果
中
間
報
告
書
（
平
成
20
年

度
）、
二
〇
〇
九
年
）。

（
5
）　

本
文
の
引
用
は
、
前
掲
注
2
書
に
よ
り
、
私
に
改
め
た
部
分
が
あ
る
。

鈎
点
な
ど
は
省
略
し
た
。〈　

〉
内
は
割
注
を
表
し
、
判
読
不
能
字
は
（　

）

に
入
れ
て
示
し
た
。
以
下
、
同
様
。

（
6
）　

本
文
中
に
「
平
調
」
と
の
記
述
は
な
い
が
、
平
調
に
属
す
る
楽
曲
が
列

挙
さ
れ
て
い
る
。

（
7
）　

黄
鐘
調
の
21
「
鳥
急
」
も
同
じ
曲
名
だ
が
、
こ
の
法
会
で
は
壱
越
調
の

曲
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
壱
越
調
の
「
鳥
急
」
と
判
断
し
た
。
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（
8
）　
「
加
殿
」
は
「
賀
殿
」
と
同
じ
。

（
9
）　

楽
譜
収
載
曲
と
「
楽
次
第
」
に
見
え
る
曲
で
は
、
例
え
ば
、《
笙
譜
》

8
陪
臚
と
「
楽
次
第
」
ｈ
8
倍
臚
な
ど
、
表
記
が
異
な
っ
て
い
て
も
同
じ
曲

を
表
し
て
い
る
と
判
断
し
た
。
ま
た
、《
笙
譜
》
盤
渉
調
13
蘇
合
急
、
黄
鐘

調
20
蘇
合
急
の
「
蘇
合
」
は
、「
蘇
合
香
」
と
い
う
楽
曲
の
略
称
で
あ
る
。「
楽

次
第
」
Ｂ
20
Ｃ
13
に
見
え
る
「
蘇
香
急
」
も
同
じ
曲
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
10
）　

引
用
に
際
し
て
は
、
通
行
の
字
体
を
用
い
、
句
読
点
を
付
し
、
適
宜
改

行
す
る
な
ど
し
た
。

（
11
）　

前
掲
注
4
参
照
。

（
12
）　

図
1
参
照
。

（
13
）　

親
本
で
の
「
登
」
の
字
形
が
翻
読
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
こ
の
よ
う
な

字
が
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
14
）　

元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
十
一
月
「
錦
部
郡
之
内
本
多
隠
岐
守
領
分
寺

社
帳
写
」（『
河
内
長
野
市
史
』
第
七
巻
、
一
九
八
〇
年
）。

（
15
）　

修
正
会
、
御
影
供
な
ど
の
法
会
で
は
、
法
会
の
作
法
の
ど
の
部
分
で
奏

楽
が
す
る
か
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
、
演
奏
曲
が
省
略
な
く
載
せ

ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
16
）　

具
体
的
な
作
法
は
不
明
。

（
17
）　

前
掲
注
2
参
照
。
な
お
、
金
剛
寺
に
は
、
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）、

宝
暦
十
年
（
一
七
六
〇
）、
同
十
三
年
、
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
～
文
化

四
年
（
一
八
〇
七
）
の
修
正
会
請
定
状
、
宝
暦
十
四
年
（
一
七
六
四
）、
享

和
元
年
（
一
八
〇
一
）
～
三
年
、
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
～
四
年
の
御
影

供
請
定
状
が
残
さ
れ
て
い
る
。

（
18
）　

前
掲
注
2
「
第
三
巻
『
儀
礼
・
音
楽
』
概
要
〈
付
説
〉
金
剛
寺
の
法
会

儀
礼
と
音
楽
」
参
照
。
金
剛
寺
蔵
「
請
定
」（
一
九
―
二
―
五
）
な
ど
。

付
記

　

貴
重
な
資
料
の
閲
覧
、
及
び
調
査
と
研
究
を
ご
許
可
く
だ
さ
い
ま
し
た
金
剛

寺
座
主
・
堀
智
真
師
に
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
本
稿
は
、JSPS

科

研
費JP22K

00355

の
助
成
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

�

（
な
か
は
ら
・
か
な
え　

神
戸
学
院
大
学
講
師
）


